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1. 序論 

改正介護保険法(2006) では市町村による地域密着型サービスの

開始に伴う通所介護施設整備を促進する内容が盛り込まれ、既存施

設や民家等を活用した小規模通所介護施設の整備が進み、軽費で開

設できる利点のみでなく、地域に根ざした福祉拠点としての有効性

が注目されている。特に民家等を活用した小規模施設が増加傾向に

あり、高齢者福祉施設としての活用が期待されているが、民家の空

間構成は専用施設とは異なるため、事例研究の蓄積を基にした通所

介護施設としての適合性･有用性の検証と建築計画的課題の整理が

求められる。 

 既往研究には、専用施設に関し利用実態と使われ方の分析 1,2）や利

用者の活動からみた空間のあり方を論じた研究 3-5）、活動プログラム

と運営に関する研究 6-9)等の成果がある。また民家活用施設に関し

ては、利用実態と使われ方の分析 1, 10－13) や民家活用の意義を論じた

研究 14-17）、施設運営に関する研究 6)等の新たな展開が見られるが、

施設の平面構成と使われ方の関係に視点を置き、空間機能評価を行

った研究の蓄積 18)は少ない。 

関連して筆者らは、既報 19）において広域基幹型施設と民家を活

用した小規模施設による高齢者デイサービスネットワーク構築を進

める山口県阿武町注１）を対象に、各施設の利用特性と施設運営の分

析をもとにネットワーク形成効果について考察し、デイサービス需

要増加への対応、利用者の介護度やサービス要求内容に応じた施設

選択可能性、送迎時間短縮効果を確認するとともに、施設経営の側

面からも小規模施設による採算性補完効果が認められ、サービスネ

ットワークの展開可能性が存在することを示した。但し、民家改修

施設の空間機能評価については論じておらず、ネットワーク構築に

おける民家を活用した小規模施設整備の建築計画的観点からの有効

性の検証が課題である。そこで本論では、既報に引続き民家活用施

設の空間構成と使われ方の関係を整理した上で空間機能評価を行う

ことを目的とし、得られた知見をもとに伝統民家のデイサービス施

設としての活用可能性と課題に関し考察を加える。 

 

２．デイサービス施設の空間構成と使われ方の関係  

2.1 空間構成と使われ方の関係 

既存建築を活用した小規模な高齢者デイサービス施設は、2000 年

以降増加傾向にある施設で、専用に計画設計された施設と異なり、

民家の場合には平面構成の多様性と居室規模の狭小性がデイサービ

ス施設として活用する場合の平面計画上の制約条件となる。 

そこで既往研究で対象とされた高齢者デイサービス施設の内、民

家活用施設と専用施設を対象に 58 施設を抽出し注２）、空間構成と使

われ方の関係を整理した結果、図1に示す4タイプに分類された注３）。

｢1 室完結型｣は全てのプログラムを同一空間で行なう型で、入浴以

外はほぼ全員が同じ行動をとり、午睡を望まない人が退避できる空

間は特に設けられておらず 3）、場の転換に伴う職員の負担が増すと 
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図１ 空間構成の分類と典型事例 

 

ともに、逃げの空間がないため利用者の待ちが生じることが指摘さ

れている 18）。｢食事室分離型｣は食事のみ居室を分ける型で、食事や

片付けの間に午睡の準備が可能なため、食事･午睡の準備始末行為が

円滑に行える利点を有す 18）。一方、希望者のみ午睡する場合や自由

時間に静養する場合には、他の利用者の声が聞こえ充分に静養でき

ない等の課題もある 12）。 

｢午睡室分離型｣は午睡室を分ける型で、午睡の運用方法に対する

考え方も影響するため、民家系施設では利用者全員の午睡空間が確

保される事例は少ないが、｢食事室分離型｣同様食事から午睡への移

行が容易で、午睡のみでなく自由時間の静養が可能である。一方食

事も自由時間も同じ空間で過ごすため、くつろぎも食事の席となる

施設も見られ 2）、一定の居室の広さがありくつろぐ空間を食事の場

とは別に確保することが課題と考えられる。｢3 室独立型｣は自由行

動･食事･午睡のための空間が各々区分されている型で、場の転換に

伴う職員の負担が軽減し、逃げの場を確保出来るため利用者の待ち

も解消される。また準備行為を先行出来るためプログラムの円滑な

進行が可能となる 18）。さらに居室の連続性が確保されている場合に

は、遮音性能等の課題は有すが静養等の空間利用の自由度が増し、

利用者の円滑な居室間移動の面からも有効と考えられる。 

現状では施設系は｢1 室完結型｣が 22/35 例と 6 割以上を占め、次

いで｢午睡室分離型｣7 例、｢食事室分離型｣6 例の順で、｢3 室独立型｣

は確認されなかった。これに対し、民家系では｢午睡室分離型｣が

14/23 例と 6 割を占め、また｢3 室独立型｣が 3 例、｢食事室分離型｣

が 2 例あり、施設系で 6 割を超える｢1 室完結型｣は 4 例と 2 割を下

回り、午睡室や食事室が確保される傾向が認められる。この要因と

して、民家の場合には室数は有すものの各居室の面積が狭いため、

続き間を有す場合でも｢1 室完結型｣の空間利用は困難で、複数の居

室が利用される場合が多いためと考えられるが、反面空間機能分化

により上述した長所を有す点は注目すべきである。 

2.2 民家系施設の研究方法 

以上より、施設系と民家系では空間構成と使われ方の関係が異な 
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る点が特徴として指摘され、民家系の場合には平面構成や居室数･

居室規模の多様性から、改修方法･利用形態も多様なため、民家活用

型デイサービス施設の空間機能評価を行う場合には、平面構成･居室

規模と空間機能分化の関係に視点を置き、1 日の生活プログラムの

展開に対応した午睡室分離型･食事室分離型･3 室独立型の居室の使

われ方調査をもとに、プログラム展開における移動･待ち時間、利用

者が自由時間を過ごす場の選択可能性や静養の場の確保、職員の介

護･準備始末行為 20,21）の負担軽減及び利用者との会話･見守りの分

析を行うことが重要と考える。 

尚、こうした個別の事例研究においては、対象とする平面構成や

規模が個別性は有すものの大枠においてその地域の一般的な空間構

成として位置付け得ること、利用者の属性･人数や利用形態･運営方

式が一般的であることが求められるが、空間構成や利用特性･運用シ

ステムに起因する使われ方の特徴が抽出され、その要因に関する論

理的考察がなされている場合には、一般性･普遍性が担保された事例

研究として位置付けることは可能と考える。 

 

３．調査概要 

3.1 調査対象施設 

 調査対象施設の改修後の平面図を図 2 に示す。｢ひだまり｣は木造

2 階建て民家で、1 階は台所･茶の間と和室 2 室、2 階は続き間座敷

と洋室の構成であったが、1 階部分をデイサービス施設とするため、

4.5 畳和室を除く１階の内外装と台所･浴室･トイレの設備が全面改

修された。機能訓練室(以下訓練室と略称)には食卓と居間用テーブ

ル･ソファが配置され、4.5 畳和室は介護度の高い利用者の午睡や静

養の場として使われる。空間構成は｢午睡室分離型｣に分類される。 
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図３ 利用者の基本属性と利用形態 

 

｢えんがわ｣は 1993 年築の農家住宅で、浴室･台所等は使用可能な状

態で、手摺等の設備も設置されていたため、改修は浄化槽設置とト

イレの水洗化、床張替え、プレイルーム･入口スロープの新設が行わ

れた。6 畳和室の続き間が食堂･訓練室で生活の中心となる居室であ

る。静養午睡室の 6 畳和室には寝台が置かれ静養･午睡に使用され

るが、全員午睡するため訓練室も午睡の場となり、空間構成は｢1 室

完結型｣と｢午睡室分離型｣の中間型として位置付けられる。 

｢田中さん家｣は手摺り設置と簡易な改修が行われた。建物の正面

玄関は通りに面し駐車できず、西側に駐車場があるため台所勝手口

が送迎用出入り口として使用される。DK は食事や事務空間として、

6 畳和室の訓練室１は昼食･おやつ･体操の場として使用される。8･

4 畳続き間和室は訓練室 2、静養午睡室で、訓練室 2 縁側にはテーブ

ル･ソファが置かれ床座と椅子座が選択できる。静養午睡室は居室面

積が狭いため寝台を置くと複数名が午睡するのは難しく、空間構成

は｢食事室分離型｣と｢3 室独立型｣の中間型として位置付けられる。 

3.2 調査方法 

利用者の性別･年齢･住所･利用頻度・来所方法・家族構成・介護度・

痴呆度･入浴サービスに関する利用登録簿転記と聞取り調査及び利

用者･職員の行動観察調査を行った。行動観察調査は終日 10 分間隔

で行為の場と内容の記録及び写真撮影を行なった。調査期間は｢ひだ

まり｣2009 年 11 月 16-20 日、｢えんがわ｣2009 年 12 月 9-13 日、｢田

中さん家｣2009 年 11 月 3-7 日である。 

 

４．施設の利用特性 

4.1 利用者の基本属性と利用形態 

 利用登録者の基本属性と利用形態を図 3 に示す。利用者の年齢は

80 歳代が約 5 割と最も多く、次いで 90 歳以上の高齢者が 2 割を占

め、特に｢えんがわ｣では 3 割と多い。利用者の介護度は、｢ひだまり･

えんがわ｣では要介護 3 以上は 1-2 割で、要介護 1･2 の利用者が 5-6

割と多く、次いで要支援 1･2 が 2-3 割である。一方｢田中さん家｣で 

表 1 利用パターン分類結果 

G1 G2 G3 G4

15.6 -12.94 2.36 -4.99
-7.36 -8.37 9.11 6.6
-2.37 8.64 3.74 -10.01

性別（％） 男性 0 29 0 33
～79 82 75 100 7
90～ 18 25 0 93

自立・要支援 88 50 0 0
介護度1 6 34 54 20
介護度2 6 8 0 80

介護度3以上 0 8 46 0
1 100 17 15 14
2 0 79 0 7

3以上 0 4 85 79
無し 71 8 31 0

自立・見守り 6 25 0 27
介護 23 67 69 73

17 24 13 15

グループ
Ⅰ軸平均値

利用回数（％）

入浴（％）

人数(人)

Ⅱ軸平均値

Ⅲ軸平均値

年齢（％）

介護度（％）

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

田中さん家

えんがわ

ひだまり

G1 G2 G3 G4凡例：  
図４ 施設利用類型の構成比 

 

は自立と要支援 1･2 が 6 割を占め要介護 2 以上は１割と少なく、施

設により利用者の介護度は異なる。週当り利用回数は｢田中さん家｣

では 1･2 回が夫々3割、週 3回以上は 2割程度である。これに対し｢ひ

だまり｣と｢えんがわ｣では週 3 回以上の利用者が 4-5 割を占め、特に

週 4 回以上の利用者が 1-2 割と多い。入浴は｢田中さん家｣では利用

者が 3 割と少ないが、他の施設では大半の利用者が入浴する。 

 次に利用者の個人属性と利用形態の関係を総合的に把握するため、

年齢･性別･介護度･利用回数･入浴の有無を変数とした数量化理論Ⅲ

類分析と、Ⅰ-Ⅳ軸の値を変数としたクラスター分析により施設利用

形態を 4 分類した(表 1)。Ⅳ軸までの累積比は 0.40 である。G1 は自

立又は要支援が 8 割を超え、利用回数は 1 回、入浴しない利用者が 

多い。G2 は自立又は要支援と要介護 1 がそれぞれ半数で、利用回数 

は 2 回、入浴介護が大半を占める。G3 は介護度 1 と要介護 3 以上が

それぞれ半数で、利用回数 3 回以上が多い。G4 は 90 歳以上の介護

度 2 の利用者が大半で利用回数 3 回以上が多い。これら 4 グループ

の施設別構成比を図 4 に示す。｢ひだまり｣は G1 の利用者が皆無で、

自立及び要支援を含め全員介助が必要である。｢えんがわ｣は G3･G4

が 6 割近くを占め、3 施設の中でも最も介護度が高く利用回数も多

い。一方｢田中さん家｣は G1･G2 が 7 割以上で、介護度が低いためほ

とんど介助を必要とせず、利用回数が少ない利用者の割合が高い。 

4.2 職員の役割分担と調査期間中の利用者属性 

表２  職員の役割分担と利用者の基本属性 
性別 性別 性別
年齢 11月16日 11月17日 11月18日 11月19日 11月20日 年齢 12月9日 12月10日 12月11日 12月12日 12月13日 年齢 11月 3日11月 4日11月 5日11月 6日11月 7日

HS F48 □　■ □ ○　●　□○　■ EY M49 ○　□ □ ○　● TK F29 ■　□ ■ ○　□ ○　● ●　□
HN F58 ○　□　■○　● ■ ■ EN F60 ○　■　□○　●　□○　■ ○　●　■ TM F61 ○　● ○　● ○　□
HH M28 ○　● ○　●　□○　□ ○　□ EO F60 □ ○　●　■ ○　□ TK2 F54 ○　□ ■ ■　□ ○
NT M20 □ ●　□ EU M32 ○　● ○　● ○　□　■●　□ TS F46 □ ● ■

EZ M57 ○　● ○　●　□○　●

1 2 1 1 2 7 4 4 3 5 3 19 4(3) 2(1) 3(0) 5(2) 0 14
2 1 1 3 3 10 1 2 2 0 2 7 1 3 1 1 3 9
1 2 0 0 1 4 3 4 3 1 3 14 0 1 1 0 1 3
0 1 0 1 1 3 2 0 1 1 2 6 0 0 1 0 1 2

4 6 2 5 7 24 10 10 9 7 10 46 5 6 6 6 5 28

凡例：職員に関して○：送迎　●：入浴介助　□：機能訓練　■：調理を示す。 注1）職員に関して表の最上段は各施設施設長を示す。　注2）「田中さん家」の要支援の（）は自立の人数を示す。
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図１ 空間構成の分類と典型事例 

 

ともに、逃げの空間がないため利用者の待ちが生じることが指摘さ

れている 18）。｢食事室分離型｣は食事のみ居室を分ける型で、食事や

片付けの間に午睡の準備が可能なため、食事･午睡の準備始末行為が

円滑に行える利点を有す 18）。一方、希望者のみ午睡する場合や自由

時間に静養する場合には、他の利用者の声が聞こえ充分に静養でき

ない等の課題もある 12）。 

｢午睡室分離型｣は午睡室を分ける型で、午睡の運用方法に対する

考え方も影響するため、民家系施設では利用者全員の午睡空間が確

保される事例は少ないが、｢食事室分離型｣同様食事から午睡への移

行が容易で、午睡のみでなく自由時間の静養が可能である。一方食

事も自由時間も同じ空間で過ごすため、くつろぎも食事の席となる

施設も見られ 2）、一定の居室の広さがありくつろぐ空間を食事の場

とは別に確保することが課題と考えられる。｢3 室独立型｣は自由行

動･食事･午睡のための空間が各々区分されている型で、場の転換に

伴う職員の負担が軽減し、逃げの場を確保出来るため利用者の待ち

も解消される。また準備行為を先行出来るためプログラムの円滑な

進行が可能となる 18）。さらに居室の連続性が確保されている場合に

は、遮音性能等の課題は有すが静養等の空間利用の自由度が増し、

利用者の円滑な居室間移動の面からも有効と考えられる。 

現状では施設系は｢1 室完結型｣が 22/35 例と 6 割以上を占め、次

いで｢午睡室分離型｣7 例、｢食事室分離型｣6 例の順で、｢3 室独立型｣

は確認されなかった。これに対し、民家系では｢午睡室分離型｣が

14/23 例と 6 割を占め、また｢3 室独立型｣が 3 例、｢食事室分離型｣

が 2 例あり、施設系で 6 割を超える｢1 室完結型｣は 4 例と 2 割を下

回り、午睡室や食事室が確保される傾向が認められる。この要因と

して、民家の場合には室数は有すものの各居室の面積が狭いため、

続き間を有す場合でも｢1 室完結型｣の空間利用は困難で、複数の居

室が利用される場合が多いためと考えられるが、反面空間機能分化

により上述した長所を有す点は注目すべきである。 

2.2 民家系施設の研究方法 

以上より、施設系と民家系では空間構成と使われ方の関係が異な 
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る点が特徴として指摘され、民家系の場合には平面構成や居室数･

居室規模の多様性から、改修方法･利用形態も多様なため、民家活用

型デイサービス施設の空間機能評価を行う場合には、平面構成･居室

規模と空間機能分化の関係に視点を置き、1 日の生活プログラムの

展開に対応した午睡室分離型･食事室分離型･3 室独立型の居室の使

われ方調査をもとに、プログラム展開における移動･待ち時間、利用

者が自由時間を過ごす場の選択可能性や静養の場の確保、職員の介

護･準備始末行為 20,21）の負担軽減及び利用者との会話･見守りの分

析を行うことが重要と考える。 

尚、こうした個別の事例研究においては、対象とする平面構成や

規模が個別性は有すものの大枠においてその地域の一般的な空間構

成として位置付け得ること、利用者の属性･人数や利用形態･運営方

式が一般的であることが求められるが、空間構成や利用特性･運用シ

ステムに起因する使われ方の特徴が抽出され、その要因に関する論

理的考察がなされている場合には、一般性･普遍性が担保された事例

研究として位置付けることは可能と考える。 

 

３．調査概要 

3.1 調査対象施設 

 調査対象施設の改修後の平面図を図 2 に示す。｢ひだまり｣は木造

2 階建て民家で、1 階は台所･茶の間と和室 2 室、2 階は続き間座敷

と洋室の構成であったが、1 階部分をデイサービス施設とするため、

4.5 畳和室を除く１階の内外装と台所･浴室･トイレの設備が全面改

修された。機能訓練室(以下訓練室と略称)には食卓と居間用テーブ

ル･ソファが配置され、4.5 畳和室は介護度の高い利用者の午睡や静

養の場として使われる。空間構成は｢午睡室分離型｣に分類される。 
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図３ 利用者の基本属性と利用形態 

 

｢えんがわ｣は 1993 年築の農家住宅で、浴室･台所等は使用可能な状

態で、手摺等の設備も設置されていたため、改修は浄化槽設置とト

イレの水洗化、床張替え、プレイルーム･入口スロープの新設が行わ

れた。6 畳和室の続き間が食堂･訓練室で生活の中心となる居室であ

る。静養午睡室の 6 畳和室には寝台が置かれ静養･午睡に使用され

るが、全員午睡するため訓練室も午睡の場となり、空間構成は｢1 室

完結型｣と｢午睡室分離型｣の中間型として位置付けられる。 

｢田中さん家｣は手摺り設置と簡易な改修が行われた。建物の正面

玄関は通りに面し駐車できず、西側に駐車場があるため台所勝手口

が送迎用出入り口として使用される。DK は食事や事務空間として、

6 畳和室の訓練室１は昼食･おやつ･体操の場として使用される。8･

4 畳続き間和室は訓練室 2、静養午睡室で、訓練室 2 縁側にはテーブ

ル･ソファが置かれ床座と椅子座が選択できる。静養午睡室は居室面

積が狭いため寝台を置くと複数名が午睡するのは難しく、空間構成

は｢食事室分離型｣と｢3 室独立型｣の中間型として位置付けられる。 

3.2 調査方法 

利用者の性別･年齢･住所･利用頻度・来所方法・家族構成・介護度・

痴呆度･入浴サービスに関する利用登録簿転記と聞取り調査及び利

用者･職員の行動観察調査を行った。行動観察調査は終日 10 分間隔

で行為の場と内容の記録及び写真撮影を行なった。調査期間は｢ひだ

まり｣2009 年 11 月 16-20 日、｢えんがわ｣2009 年 12 月 9-13 日、｢田

中さん家｣2009 年 11 月 3-7 日である。 

 

４．施設の利用特性 

4.1 利用者の基本属性と利用形態 

 利用登録者の基本属性と利用形態を図 3 に示す。利用者の年齢は

80 歳代が約 5 割と最も多く、次いで 90 歳以上の高齢者が 2 割を占

め、特に｢えんがわ｣では 3 割と多い。利用者の介護度は、｢ひだまり･

えんがわ｣では要介護 3 以上は 1-2 割で、要介護 1･2 の利用者が 5-6

割と多く、次いで要支援 1･2 が 2-3 割である。一方｢田中さん家｣で 

表 1 利用パターン分類結果 

G1 G2 G3 G4

15.6 -12.94 2.36 -4.99
-7.36 -8.37 9.11 6.6
-2.37 8.64 3.74 -10.01

性別（％） 男性 0 29 0 33
～79 82 75 100 7
90～ 18 25 0 93

自立・要支援 88 50 0 0
介護度1 6 34 54 20
介護度2 6 8 0 80

介護度3以上 0 8 46 0
1 100 17 15 14
2 0 79 0 7

3以上 0 4 85 79
無し 71 8 31 0

自立・見守り 6 25 0 27
介護 23 67 69 73

17 24 13 15

グループ
Ⅰ軸平均値

利用回数（％）

入浴（％）

人数(人)

Ⅱ軸平均値

Ⅲ軸平均値

年齢（％）

介護度（％）

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

田中さん家

えんがわ

ひだまり

G1 G2 G3 G4凡例：  
図４ 施設利用類型の構成比 

 

は自立と要支援 1･2 が 6 割を占め要介護 2 以上は１割と少なく、施

設により利用者の介護度は異なる。週当り利用回数は｢田中さん家｣

では 1･2 回が夫々3割、週 3回以上は 2割程度である。これに対し｢ひ

だまり｣と｢えんがわ｣では週 3 回以上の利用者が 4-5 割を占め、特に

週 4 回以上の利用者が 1-2 割と多い。入浴は｢田中さん家｣では利用

者が 3 割と少ないが、他の施設では大半の利用者が入浴する。 

 次に利用者の個人属性と利用形態の関係を総合的に把握するため、

年齢･性別･介護度･利用回数･入浴の有無を変数とした数量化理論Ⅲ

類分析と、Ⅰ-Ⅳ軸の値を変数としたクラスター分析により施設利用

形態を 4 分類した(表 1)。Ⅳ軸までの累積比は 0.40 である。G1 は自

立又は要支援が 8 割を超え、利用回数は 1 回、入浴しない利用者が 

多い。G2 は自立又は要支援と要介護 1 がそれぞれ半数で、利用回数 

は 2 回、入浴介護が大半を占める。G3 は介護度 1 と要介護 3 以上が

それぞれ半数で、利用回数 3 回以上が多い。G4 は 90 歳以上の介護

度 2 の利用者が大半で利用回数 3 回以上が多い。これら 4 グループ

の施設別構成比を図 4 に示す。｢ひだまり｣は G1 の利用者が皆無で、

自立及び要支援を含め全員介助が必要である。｢えんがわ｣は G3･G4

が 6 割近くを占め、3 施設の中でも最も介護度が高く利用回数も多

い。一方｢田中さん家｣は G1･G2 が 7 割以上で、介護度が低いためほ

とんど介助を必要とせず、利用回数が少ない利用者の割合が高い。 

4.2 職員の役割分担と調査期間中の利用者属性 

表２  職員の役割分担と利用者の基本属性 
性別 性別 性別
年齢 11月16日 11月17日 11月18日 11月19日 11月20日 年齢 12月9日 12月10日 12月11日 12月12日 12月13日 年齢 11月 3日11月 4日11月 5日11月 6日11月 7日

HS F48 □　■ □ ○　●　□○　■ EY M49 ○　□ □ ○　● TK F29 ■　□ ■ ○　□ ○　● ●　□
HN F58 ○　□　■○　● ■ ■ EN F60 ○　■　□○　●　□○　■ ○　●　■ TM F61 ○　● ○　● ○　□
HH M28 ○　● ○　●　□○　□ ○　□ EO F60 □ ○　●　■ ○　□ TK2 F54 ○　□ ■ ■　□ ○
NT M20 □ ●　□ EU M32 ○　● ○　● ○　□　■●　□ TS F46 □ ● ■

EZ M57 ○　● ○　●　□○　●

1 2 1 1 2 7 4 4 3 5 3 19 4(3) 2(1) 3(0) 5(2) 0 14
2 1 1 3 3 10 1 2 2 0 2 7 1 3 1 1 3 9
1 2 0 0 1 4 3 4 3 1 3 14 0 1 1 0 1 3
0 1 0 1 1 3 2 0 1 1 2 6 0 0 1 0 1 2

4 6 2 5 7 24 10 10 9 7 10 46 5 6 6 6 5 28

凡例：職員に関して○：送迎　●：入浴介助　□：機能訓練　■：調理を示す。 注1）職員に関して表の最上段は各施設施設長を示す。　注2）「田中さん家」の要支援の（）は自立の人数を示す。
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①出勤・準備 　②送迎（迎え）  ③あいさつ　④バイタルチェック（お茶）  ⑤入浴  ⑥体操  
⑦昼食準備　⑧昼食  ⑨口腔ケア・トイレ  ⑩午睡  ⑪機能訓練  ⑫自由時間  ⑬おやつ・お茶  
⑭送迎（送り）  ⑮掃除  ⑯事務作業  ⑰帰宅

11月19日(木) ①
利用者5人

①
⑤

⑨

12月12日(土)
利用者9人

①

9 10 11 12 13 14 15 16 17

⑬
⑥ ⑬ ⑭

⑯

⑰

③

④ ⑪
⑫

⑬ ⑬
⑧

⑬

⑬
⑮

17 18 19
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図５ 一日の生活プログラム 
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調査期間中の職員の役割分担と利用者の基本属性を表 2 に示す。各

施設職員は 1 日 3-4 名で対応する。職員は 1 日の主業務が決められ

ており、労力を要す入浴介助は交代制が取られる。｢えんがわ」では

入浴が午前･午後の 2 回に分け行われるため、入浴介助担当職員は午

前･午後で交代する。｢田中さん家｣では介護度の低い利用者が多いた

め入浴介助はほとんど行われず、入浴準備と片付けが主な担当業務

である。また、｢ひだまり･えんがわ｣では機能訓練を 2 名で担当する。

1 日の利用者は｢えんがわ｣が 7-10 人と多く、要支援は 19/46 人と約

4 割を占め最も多いが、介護度 2 も 14 人と 3 割を占める。一方｢ひ

だまり･田中さん家｣の利用者数は 5-6 人程度で、介護度 3 以上の 

利用者は「ひだまり」が 3 名、「田中さん家」は 2 名と少なく、特に

｢田中さん家｣では自立の利用者も来所しており、自立･要支援は

14/28 人と半数を占め、内 6 名が自立である。 

 

５．一日の生活プログラム 

典型日の生活プログラムを図 5 に示す。送迎(迎え)の開始時刻は

各施設とも 8:30 頃であるが、送迎に要する時間によりバイタルチ

ェックが始まる時間は異なる。バイタルチェック後は入浴･自由時

間となるが、｢えんがわ｣のみ 10:30 から体操が入り、入浴は午前･

午後の 2 回に分け行われる。また｢田中さん家｣では入浴は午後に行

われる。昼食準備は｢ひだまり｣では 12:20 頃、｢えんがわ･田中さん

家」では 12:00 頃から昼食を取れるよう準備を始めるが、｢えんが 
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図７ 午前の自由時間・入浴 

 

わ｣は準備に時間を要すため他施設よりも早く準備が始まる。昼食

後 13:00 頃から｢えんがわ｣では午睡、｢ひだまり･田中さん家｣では

自由時間である。機能訓練は 14:30 頃から始まる。その後、｢ひだ

まり･田中さん家｣では 15:00 頃、｢えんがわ｣では 15:30 頃からおや

つの時間となり 16：00 頃から帰宅送迎が始まる。 

｢ひだまり｣では利用者は 1 日を訓練室で過ごし、用便･入浴以外の

居室移動は少ない。訓練室に連続する静養午睡室やホールのソファ

は、介護度の高い利用者の自由時間の静養や午睡に使われる。職員

1 名が午前中昼食準備を行い、他の職員は入浴介助と利用者の見守

りを行い、午後も利用者と訓練室で過ごす。｢えんがわ｣では利用者

は自由時間の大半を食堂･訓練室で過ごし、用便･入浴以外の居室間

移動は少なく 1 日の生活拠点となる。静養午睡室は午睡時のみ使用

される。｢田中さん家｣では自由時間には利用者は主に訓練室 1,2 で

過ごし 1 日の生活拠点となる。一方、午後から買物に出かけたり昼

食後帰宅する利用者も見られた。職員 1 名は午前中昼食準備に専念

し、他の職員は午前･午後ともに訓練室で利用者を見守る時間が長い。 

 

６．生活プログラムと施設の使われ方 

 図 5 に示す各施設の典型日を対象に使われ方の分析を行う。 

6.1 送迎(迎え)･バイタルチェック 

送迎(迎え)･バイタルチェックの事例を図 6 に示す。｢ひだまり｣

は 1 名の職員が主に送迎を行い、人数が多い日や遠方からの利用者

がいる場合は 2 名で送迎する。車を玄関前に止めると待機職員が出

迎え、職員は靴の履き替えを補助し席に誘導する。玄関の段差が大

きいため、踏み台や椅子を設け解消している。漁村集落内施設のた

め近隣から徒歩で来所する利用者もおり、送迎サービス利用者より

も早く来所しお茶を飲みながら他の利用者を待つ場面も見られた。 

｢えんがわ｣は職員全員で送迎を行う。車をスロープ前に止め歩行介
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助を行い利用者を室内まで導くが、玄関が狭く段差が解消されてい

ないため上り框部での介助に手間を要す。｢ひだまり･えんがわ｣では

全員揃うとバイタルチェックが始まる。｢田中さん家｣は 1 名の職員

が数回に分け送迎を行う。施設出入り口として使用するには台所勝

手口は狭く段差があり職員の介助が必要である。全員揃うまで時間

がかかるためバイタルチェックは来所した利用者順に行なう。 

6.2 午前の自由時間･入浴 

自由時間･入浴の事例を図 7 に示す。｢ひだまり｣では午前中の自

由時間は機能訓練が中心で、利用者はソファに座し洗濯物をたたむ

手伝いや豆つかみ･段ボールタワー･折紙等を行い過ごす。これは運

営方針によるもので介護度による違いは見られない。浴室は全面改

修されているため床の段差はないが、介護度の比較的高い利用者も

いるため、職員 1 名が利用者を浴室へ誘導し入浴介助も行う。自由

時間になると担当職員が台所で昼食準備を始める。 

｢えんがわ｣では利用者は食卓やソファに座し会話等により過ごす

が、午前のプログラムとして 10 時半頃から体操を行うため、職員 2

名で食卓と椅子を食堂の端部に移動させるが、準備に 5 分程度を要

している。この間利用者はソファに移動して準備を待つ。準備が整

うと音楽に合わせラジオ体操を行ない(写真 a)、終わると食卓と椅子

を元の位置に戻すが、準備同様 5 分程度要している。体操後職員は

お茶を準備する。この間職員は利用者を見守りながらお茶や昼食準

備のため台所と食堂･訓練室間を往復する。入浴は全員行うため午

前･午後に分け、1 人ずつ順に利用者を浴室へ誘導し、既存浴室で段

差が大きいため全員入浴介助を行う。 

｢田中さん家｣では訓練室 2 と静養午睡室間の襖は開放され、利用

者はソファ･床座･寝台を選びマッサージや会話等により過ごし、1

名の職員が利用者を見守る。特に南庭に面した幅広の縁側に置かれ

た 4 人掛けのソファ･テーブルで会話しながら過ごす利用者が多く、

入浴やマッサージ後もソファ席に戻る傾向が見られた。一方職員が

和室の座卓で袋や飾り作り等の作業を始めると利用者も一緒に畳に

座り作業に加わる日も見られ、利用者は会話や作業に応じ席を移動

し椅子座と床座による行為を行っており、民家の庭と連続する椅子

座家具の置かれた南面縁側空間の有効性12）が確認された。その他に

も食堂や訓練室 1 に滞在する利用者も少数ではあるが見られた。 

6.3 昼食準備・昼食 

 昼食準備･昼食の事例を図 8 に示す。｢ひだまり｣では開設当初

(2008.6)施設定員 10 名が座れるテーブルと椅子が設えられたが、居

室規模の制約から玄関側の椅子背面通路が確保出来ておらず、配膳

の際の逃げの場がないため、利用者が椅子に座した状態のままで職

員は注意を払いながら配膳する必要があり、食後の片付けも同様の

不便さがあった。この問題を解消するため台所流し台側に新たに 6

人掛けの食卓が設けられ、居室規模の制約から利用人数の実態に合

わせ 8 人掛けテーブルに取替えると共に、終日座して過ごすには椅

子は硬く疲れるため、利用者の要望によりソファに取替えられた。

家具配置変更により職員は流し台に隣接する食卓での配膳が可能と

なり、利用者は準備が整うと食卓に移動するが、職員も一緒に食事

するため訓練室のテーブルの一部も利用し食事が行われる(写真 b)。

この家具配置変更は、狭い居室条件の下で｢1 室完結型｣と｢午睡室分

離型｣で生じる、昼食時の利用者が座した状態での配膳･片付けの問

題を解決する｢食事室分離型｣の長所を取入れた有効な方法といえる。 
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図８ 昼食準備・昼食 

 

｢えんがわ｣では利用者数が多いため職員とボランティア 2 名で昼 

食準備を行う。昼食の時間が近づくと職員 2 名で静養午睡室や 6 畳

和室から机と椅子を運び昼食準備を始める(写真 c)。椅子は 3 種類

備えられ、利用者毎に座る椅子が決められているため、職員は席順

を相談しながら椅子の配置を行う。机の移動に要す時間は 5 分程で

あるが、利用者のソファからの座席移動のため、利用者が座り終え

るまでに合計 10 分程度を要している。その後台所から料理を配膳

するが、利用者が全員座った後に配膳を行うと配膳盆等が利用者に

接触する恐れもあり、数人の利用者は配膳終了後に席移動を行う場

面が見られた。その間利用者はソファに座り待つが、台拭きや食事

用マット･箸を置く手伝いを行う利用者もいる。全員席に着くと職

員を含め食事が始まる(写真 d)。 

｢田中さん家｣では昼食の準備が整った後食堂･訓練室 1 へ移動す

るため、利用者は食事までの待ち時間はなく、介護度の低い利用者

が多いため移動介助の必要もない。食堂の食卓には全員座ることが

出来ず、椅子座･床座の好みもあるため、椅子座の食堂と床座の訓練

室 1(和室)の 2 室を利用し、職員が当日の利用者の介護度や好みに

合わせ食事の座席を決定している。職員も食堂の食卓と和室の座卓

に分かれ利用者と会話しながら昼食を取る。このように、DK 連続和

室を活用し一般住宅の DK の面積を補完すると共に、食事の起居様式

の選択可能性が確保されている点は、居室規模が小さくかつ DK と茶

の間が間仕切りで連続する民家の有効な利用方法として評価される。 

6.4 昼食の片付けと午睡 

－ 494 －
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図５ 一日の生活プログラム 
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調査期間中の職員の役割分担と利用者の基本属性を表 2 に示す。各

施設職員は 1 日 3-4 名で対応する。職員は 1 日の主業務が決められ

ており、労力を要す入浴介助は交代制が取られる。｢えんがわ」では

入浴が午前･午後の 2 回に分け行われるため、入浴介助担当職員は午

前･午後で交代する。｢田中さん家｣では介護度の低い利用者が多いた

め入浴介助はほとんど行われず、入浴準備と片付けが主な担当業務

である。また、｢ひだまり･えんがわ｣では機能訓練を 2 名で担当する。

1 日の利用者は｢えんがわ｣が 7-10 人と多く、要支援は 19/46 人と約

4 割を占め最も多いが、介護度 2 も 14 人と 3 割を占める。一方｢ひ

だまり･田中さん家｣の利用者数は 5-6 人程度で、介護度 3 以上の 

利用者は「ひだまり」が 3 名、「田中さん家」は 2 名と少なく、特に

｢田中さん家｣では自立の利用者も来所しており、自立･要支援は

14/28 人と半数を占め、内 6 名が自立である。 

 

５．一日の生活プログラム 

典型日の生活プログラムを図 5 に示す。送迎(迎え)の開始時刻は

各施設とも 8:30 頃であるが、送迎に要する時間によりバイタルチ

ェックが始まる時間は異なる。バイタルチェック後は入浴･自由時

間となるが、｢えんがわ｣のみ 10:30 から体操が入り、入浴は午前･

午後の 2 回に分け行われる。また｢田中さん家｣では入浴は午後に行

われる。昼食準備は｢ひだまり｣では 12:20 頃、｢えんがわ･田中さん

家」では 12:00 頃から昼食を取れるよう準備を始めるが、｢えんが 

Y O M

I
N

HS

HN HH

自
由
時
間
・
入
浴 Y O M

I

N

HN

HSHH

入浴途中で体操が始まるため

、入浴を終えた利用者は端の

椅子に座り職員はドライヤー

で髪を乾かす。

入浴を終えた利用者

は職員に歩行介助さ

れ席に戻り、職員は

ドライヤーで髪を乾

かす。

利用者は自分の好きな席で他

の利用者や職員と話す等自由

に過ごす。

11

訓１.２訓
ト

ト1

10 11

縁.午
ト

浴室
和室

I

S

O
S2

K

A
T

EU

EZ

EY

午
浴室

10

えんがわひだまり 田中さん家

訓１.２

ト1

午

浴室
台所

食.訓1

ト2

訓

ト
浴室
和室

台所

ホ

外

10 11

外
台所
食堂

縁.午
訓1

ト

10：25

10：15 10：20

10：35

B B

S S

W W W W
B B B B B

S S

SS
SSSS

T

11：05

I

O

S2

K

AEU

EZ

S

A

S2
I

T

OEY

EU

EZ

I

O
S2

A

T

EU

EZ

K

T

I

O

S2

A

T

EU

EZ

(a)体操の様子

利
用
者

職
員

11：00

11：25

10：10

10：30

S I
H

H2

TK2

M2
I
H

H2

TK2

M2

H
SH2
I

M

TK
TK2

マッサージ

M2

 

図７ 午前の自由時間・入浴 

 

わ｣は準備に時間を要すため他施設よりも早く準備が始まる。昼食

後 13:00 頃から｢えんがわ｣では午睡、｢ひだまり･田中さん家｣では

自由時間である。機能訓練は 14:30 頃から始まる。その後、｢ひだ

まり･田中さん家｣では 15:00 頃、｢えんがわ｣では 15:30 頃からおや

つの時間となり 16：00 頃から帰宅送迎が始まる。 

｢ひだまり｣では利用者は 1 日を訓練室で過ごし、用便･入浴以外の

居室移動は少ない。訓練室に連続する静養午睡室やホールのソファ

は、介護度の高い利用者の自由時間の静養や午睡に使われる。職員

1 名が午前中昼食準備を行い、他の職員は入浴介助と利用者の見守

りを行い、午後も利用者と訓練室で過ごす。｢えんがわ｣では利用者

は自由時間の大半を食堂･訓練室で過ごし、用便･入浴以外の居室間

移動は少なく 1 日の生活拠点となる。静養午睡室は午睡時のみ使用

される。｢田中さん家｣では自由時間には利用者は主に訓練室 1,2 で

過ごし 1 日の生活拠点となる。一方、午後から買物に出かけたり昼

食後帰宅する利用者も見られた。職員 1 名は午前中昼食準備に専念

し、他の職員は午前･午後ともに訓練室で利用者を見守る時間が長い。 

 

６．生活プログラムと施設の使われ方 

 図 5 に示す各施設の典型日を対象に使われ方の分析を行う。 

6.1 送迎(迎え)･バイタルチェック 

送迎(迎え)･バイタルチェックの事例を図 6 に示す。｢ひだまり｣

は 1 名の職員が主に送迎を行い、人数が多い日や遠方からの利用者

がいる場合は 2 名で送迎する。車を玄関前に止めると待機職員が出

迎え、職員は靴の履き替えを補助し席に誘導する。玄関の段差が大

きいため、踏み台や椅子を設け解消している。漁村集落内施設のた

め近隣から徒歩で来所する利用者もおり、送迎サービス利用者より

も早く来所しお茶を飲みながら他の利用者を待つ場面も見られた。 

｢えんがわ｣は職員全員で送迎を行う。車をスロープ前に止め歩行介

 
 

5

助を行い利用者を室内まで導くが、玄関が狭く段差が解消されてい

ないため上り框部での介助に手間を要す。｢ひだまり･えんがわ｣では

全員揃うとバイタルチェックが始まる。｢田中さん家｣は 1 名の職員

が数回に分け送迎を行う。施設出入り口として使用するには台所勝

手口は狭く段差があり職員の介助が必要である。全員揃うまで時間

がかかるためバイタルチェックは来所した利用者順に行なう。 

6.2 午前の自由時間･入浴 

自由時間･入浴の事例を図 7 に示す。｢ひだまり｣では午前中の自

由時間は機能訓練が中心で、利用者はソファに座し洗濯物をたたむ

手伝いや豆つかみ･段ボールタワー･折紙等を行い過ごす。これは運

営方針によるもので介護度による違いは見られない。浴室は全面改

修されているため床の段差はないが、介護度の比較的高い利用者も

いるため、職員 1 名が利用者を浴室へ誘導し入浴介助も行う。自由

時間になると担当職員が台所で昼食準備を始める。 

｢えんがわ｣では利用者は食卓やソファに座し会話等により過ごす

が、午前のプログラムとして 10 時半頃から体操を行うため、職員 2

名で食卓と椅子を食堂の端部に移動させるが、準備に 5 分程度を要

している。この間利用者はソファに移動して準備を待つ。準備が整

うと音楽に合わせラジオ体操を行ない(写真 a)、終わると食卓と椅子

を元の位置に戻すが、準備同様 5 分程度要している。体操後職員は

お茶を準備する。この間職員は利用者を見守りながらお茶や昼食準

備のため台所と食堂･訓練室間を往復する。入浴は全員行うため午

前･午後に分け、1 人ずつ順に利用者を浴室へ誘導し、既存浴室で段

差が大きいため全員入浴介助を行う。 

｢田中さん家｣では訓練室 2 と静養午睡室間の襖は開放され、利用

者はソファ･床座･寝台を選びマッサージや会話等により過ごし、1

名の職員が利用者を見守る。特に南庭に面した幅広の縁側に置かれ

た 4 人掛けのソファ･テーブルで会話しながら過ごす利用者が多く、

入浴やマッサージ後もソファ席に戻る傾向が見られた。一方職員が

和室の座卓で袋や飾り作り等の作業を始めると利用者も一緒に畳に

座り作業に加わる日も見られ、利用者は会話や作業に応じ席を移動

し椅子座と床座による行為を行っており、民家の庭と連続する椅子

座家具の置かれた南面縁側空間の有効性12）が確認された。その他に

も食堂や訓練室 1 に滞在する利用者も少数ではあるが見られた。 

6.3 昼食準備・昼食 

 昼食準備･昼食の事例を図 8 に示す。｢ひだまり｣では開設当初

(2008.6)施設定員 10 名が座れるテーブルと椅子が設えられたが、居

室規模の制約から玄関側の椅子背面通路が確保出来ておらず、配膳

の際の逃げの場がないため、利用者が椅子に座した状態のままで職

員は注意を払いながら配膳する必要があり、食後の片付けも同様の

不便さがあった。この問題を解消するため台所流し台側に新たに 6

人掛けの食卓が設けられ、居室規模の制約から利用人数の実態に合

わせ 8 人掛けテーブルに取替えると共に、終日座して過ごすには椅

子は硬く疲れるため、利用者の要望によりソファに取替えられた。

家具配置変更により職員は流し台に隣接する食卓での配膳が可能と

なり、利用者は準備が整うと食卓に移動するが、職員も一緒に食事

するため訓練室のテーブルの一部も利用し食事が行われる(写真 b)。

この家具配置変更は、狭い居室条件の下で｢1 室完結型｣と｢午睡室分

離型｣で生じる、昼食時の利用者が座した状態での配膳･片付けの問

題を解決する｢食事室分離型｣の長所を取入れた有効な方法といえる。 
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図８ 昼食準備・昼食 

 

｢えんがわ｣では利用者数が多いため職員とボランティア 2 名で昼 

食準備を行う。昼食の時間が近づくと職員 2 名で静養午睡室や 6 畳

和室から机と椅子を運び昼食準備を始める(写真 c)。椅子は 3 種類

備えられ、利用者毎に座る椅子が決められているため、職員は席順

を相談しながら椅子の配置を行う。机の移動に要す時間は 5 分程で

あるが、利用者のソファからの座席移動のため、利用者が座り終え

るまでに合計 10 分程度を要している。その後台所から料理を配膳

するが、利用者が全員座った後に配膳を行うと配膳盆等が利用者に

接触する恐れもあり、数人の利用者は配膳終了後に席移動を行う場

面が見られた。その間利用者はソファに座り待つが、台拭きや食事

用マット･箸を置く手伝いを行う利用者もいる。全員席に着くと職

員を含め食事が始まる(写真 d)。 

｢田中さん家｣では昼食の準備が整った後食堂･訓練室 1 へ移動す

るため、利用者は食事までの待ち時間はなく、介護度の低い利用者

が多いため移動介助の必要もない。食堂の食卓には全員座ることが

出来ず、椅子座･床座の好みもあるため、椅子座の食堂と床座の訓練

室 1(和室)の 2 室を利用し、職員が当日の利用者の介護度や好みに

合わせ食事の座席を決定している。職員も食堂の食卓と和室の座卓

に分かれ利用者と会話しながら昼食を取る。このように、DK 連続和

室を活用し一般住宅の DK の面積を補完すると共に、食事の起居様式

の選択可能性が確保されている点は、居室規模が小さくかつ DK と茶

の間が間仕切りで連続する民家の有効な利用方法として評価される。 

6.4 昼食の片付けと午睡 

－ 495 －
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図９ 昼食片付け・午睡 

 

昼食の片付けと午睡の事例を図 9 に示す。｢えんがわ｣では、昼食 

が済むと職員の誘導により利用者をソファまで移動させた後片付け

を始め、食器を片付けると職員 2 名で机を静養午睡室の端へ戻す。

その後、職員 1 名が 6 畳和室の押入からホットカーペット･布団･枕

を取出し全員の午睡準備を始めるが、昼食の片付けから午睡準備が

整うまでに 10 分程度要している。この間他の職員は順番に利用者

を歯磨きへ誘導する。午睡準備が整うとソファで待機している利用

者を誘導する。全員横になると職員は訓練室と食堂間の襖を閉め照

明を消す。その間職員は台所で食器の片付けや食堂で事務作業･休

憩を行う。全員で午睡をとる運営であるが、全員分の布団を敷く空

間を確保するため、昼食と午睡の場が重複せざるを得ず、食事用の

家具移動が必要で、さらに布団を敷くため準備に時間を要しており、

食事空間と一定の広さを有す午睡空間の分離確保が課題といえる。 

｢ひだまり･田中さん家｣では食事と自由行動の場が分離されてお

り、利用者は食事が済むとそれぞれ居間のテーブル席と訓練室 2 に

移動し、その後担当職員が食卓の片付けを開始するため時間は要し

ていない。両施設では午睡は希望者のみで、午睡する利用者は少な

く自由に過ごす。｢ひだまり｣では洗面所へ誘導し口腔ケアを行い、

午睡する利用者は玄関ホールのソファや静養午睡室の寝台を利用す

る。｢田中さん家｣では洗面所で口腔ケアを行い、その後訓練室 2 で

足や腕等の部分マッサージ、静養午睡室では寝台で全身マッサージ

を行い過ごす。職員も片付けが終わると訓練室で利用者の会話に参

加する。和室のため午睡する利用者には枕と掛け布団が準備される

が、静養午睡室は狭いため、寝台のみでなく訓練室 2 で掛け布団を

使用し畳の上で午睡する日も見られた。 

このように、｢ひだまり･田中さん家｣の場合午睡に対する運用の考

え方と同時に、充分な午睡空間が確保出来ない点も午睡の形態に影 

11月16日 11月17日 11月18日 11月19日 11月20日

お手玉 棒ゲーム お手玉 指体操 ボール遊び

輪投げ トランプ
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風船バレー 飾り作り (e)  お手玉の様子
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ボール遊び タオル体操 じゃんけん ボール渡し お手玉
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図 10 調査期間中の機能訓練の内容 
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図 11 午後の機能訓練 

 

響しているものと考えらえる。｢ひだまり｣ではホールと寝台が置か

れた 4.5 畳和室を午睡の場とし自由行動･食事の場と空間分離して

いるものの、利用者全員が午睡する空間は確保されていない。また

｢田中さん家｣でも静養午睡室は区分され、4 畳和室に寝台が置かれ

ているが午睡空間としては狭く、小規模和室は午睡にも利用される

が共に静養の場としての性格が強い。 

6.5 午後の機能訓練・入浴 

調査期間中の午後の機能訓練の内容を図 10 に示す。｢ひだまり･

えんがわ｣ではゲームを取入れた機能訓練が積極的に行なわれてい

る。｢ひだまり｣は空間が狭いためお手玉や輪渡し等椅子に座したま 

ま行う訓練が主ではあるが、全身を使い行なうゲームも取入れられ

ている。｢えんがわ｣では空き缶積み等の狭い空間でも行なえる訓練

から、球遊びや部屋の端から端への輪投げ等広い空間を必要とする

訓練まで、1 日に 2 種類以上のゲームが行われている。一方、｢田中

さん家｣では週 1 回の利用者が自宅でも行えるストレッチが主で、こ

の他に合唱や琴演奏等が行われるが、ゲームを取入れた訓練は行わ

れておらず、介護度の低い利用者が多い特性が反映されている。 

 
 

7

送
迎

職員は靴の履き替えの

補助をしている。利用

者を見送った後、片づ

けや事務作業を行う。

待つ利用者はお茶を飲

んだり他の利用者や職

員と会話している。

16

食・訓

外
玄関
訓
ト

外
玄関

ト1

16

外
玄関

介護度が高い高齢者の場合

職員は玄関の段

差が大きいためそ

昇降のみ介助する

。利用者を見送る

と掃除を始め、そ

の後職員全員でミ

ーティングを行う。

えんがわひだまり 田中さん家

外
玄関

訓
ホ

ト

外
玄関

台所
ト1

食堂

16

外
玄関

食堂
台所

和室 ト2 浴室

S

G

縁側

縁側

G

S

M

IY

O

HH

NH

HS

12月13日 (i)利用者を車に乗せる様子

利
用
者

職
員

15：55

15：30 15：30 15：30

16：05
16：00

TK

H2 M2
TK2

I

S

H

食・訓

G G

S
S

T T TT

G

O
S

A
T

S2
EY

EU

K

 

図 12 送迎(送り)  

 

次に典型日の機能訓練の事例を図 11 に示す。｢ひだまり｣では職員 

1 名が指導し、居間の椅子に座して行う指体操･歌唱･風船バレーに

加え、食卓と居間テーブル間のわずかな空間を利用し、椅子の脚を

使った輪投げも行われ(写真 h)、他の職員は利用者を見守りながら

補助するが、手作りのおやつの準備を始める日も見られた。 

｢えんがわ｣では機能訓練の時間が近づくと午前の体操同様食堂の

家具移動を行う。机の移動に時間は要しないが、介護度の高い利用

者を含めた席移動の必要があるため 5 分程度要している。音楽を流

し 1 名の職員に従い軽く体を動かした後、団扇で紙玉回し、足で輪

回し、ゴルフ球で足裏マッサージ、お手玉積みが行われた。また、

この時間帯に１名の職員が担当し午後の入浴も行われ、利用者は席

を入れ替わりながら訓練を行なう。訓練が終わると職員は机と椅子

を元に戻しおやつの準備を始める。 

｢田中さん家｣では利用者を訓練室 1 に誘導し機能訓練が始まるが、

簡単な体操が主で職員が模範を示しながら行う。食堂と訓練室 1 は

引戸を開放すれば一体的利用が可能で、床座が難しい利用者は食堂

の椅子に座り体操しており、食堂の椅子と畳の空間を有効に活用し

た空間利用法といえる。また大半の利用者は介護度が低いため入浴

者は少なく、職員の介助は浴室への誘導と湯の入換えのみで、午後

の入浴介助には時間を要しておらず利用者と過ごす時間が長い。 

6.6 送迎（送り） 

送迎(送り)の事例を図 12 に示すが、基本的には各施設とも迎えと

同様である。｢えんがわ｣では玄関の段差が大きいため全員歩行介助

を行うが、介護度の高い利用者は職員 2 名が介助し縁側から抱えて

直接車に乗せる場面がみられた(写真 i)。｢ひだまり･田中さん家｣

では歩行介助が必要な利用者のみ介助を行う。各施設とも 2-3 回に

分けて送迎を行うため、順番待ちの利用者は他の利用者や職員と会

話しながら待つが、2･3 回目の送迎には１回目の送迎から 10－15 分

程度の待ち時間を要している。 

6.7 介護･行為の時間から見た使われ方の評価 
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図 13 職員の準備始末･介助行為と 1 日の所要時間構成比 
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 以上、１日の生活プログラムの流れに沿い施設の使われ方の特徴

を定性的に整理したが、本節では使われ方に差異が認められた(1)1

日の職員の準備始末･介助行為の内容と所要時間、(2) 利用者のプロ

グラム移行時の待ち時間、(3)利用者の 1 日の自由時間における居場

所と滞在時間の関係に関し、各施設での行為の時間に視点を置き定

量的かつ総括的な比較を行う。 

 第一に、職員の送迎を含めた 1 日の準備始末･介助行為の内容と所

要時間の構成比注６）を図 13 に示す。朝夕の送迎は利用圏の広い｢え

んがわ｣の所要時間(325 分)が長いため全職員の勤務時間の 21％を

占めるが、｢ひだまり･田中さん家｣では 11－13％(140 分程度)と 1/2

程度と短く類似している。入浴介助は施設による差が大きい。｢えん

がわ｣では介護度の高い利用者が多くかつ既存浴室をそのまま使用

しているため、入浴者全員の介助を行っており、所要時間(257 分)

が長く全体の 17％を占める。一方｢ひだまり｣では、浴室改修により

段差が解消されており、入浴時の自立･見守りの割合が約 3 割と｢え

んがわ｣よりも高いため、所要時間(75 分)は短く全体の 7%程度であ

る。介護度の低い利用者が多い｢田中さん家｣では、入浴者は全体の

3 割と少ないため、所要時間(20 分)は最も短く全体の 1.6%である。 

食事の片付けは、｢ひだまり･えんがわ｣が所要時間(78,94 分)で 6－

7%を占めるのに対し、食事室と訓練室が分離した｢田中さん家｣では

所要時間(20 分,3%)は最も短い。またプログラム移行準備に要す時

間は家具移動を行う｢えんがわ｣の所要時間(98 分,6.43%)が長いの

に対し、｢ひだまり･田中さん家｣では所要時間(16,20分)は 1/5程度

と短い。移動介助(トイレや居室間･室内の移動介助等)については、

段差の大きく狭い勝手口から送迎時の出入りを行う｢田中さん家｣で

は、全員の介助を行うため所要時間(73 分)がやや長いが、平面構

成がコンパクトな｢ひだまり｣の所要時間(34 分)は短い。この結果、 
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図９ 昼食片付け・午睡 

 

昼食の片付けと午睡の事例を図 9 に示す。｢えんがわ｣では、昼食 

が済むと職員の誘導により利用者をソファまで移動させた後片付け

を始め、食器を片付けると職員 2 名で机を静養午睡室の端へ戻す。

その後、職員 1 名が 6 畳和室の押入からホットカーペット･布団･枕

を取出し全員の午睡準備を始めるが、昼食の片付けから午睡準備が

整うまでに 10 分程度要している。この間他の職員は順番に利用者

を歯磨きへ誘導する。午睡準備が整うとソファで待機している利用

者を誘導する。全員横になると職員は訓練室と食堂間の襖を閉め照

明を消す。その間職員は台所で食器の片付けや食堂で事務作業･休

憩を行う。全員で午睡をとる運営であるが、全員分の布団を敷く空

間を確保するため、昼食と午睡の場が重複せざるを得ず、食事用の

家具移動が必要で、さらに布団を敷くため準備に時間を要しており、

食事空間と一定の広さを有す午睡空間の分離確保が課題といえる。 

｢ひだまり･田中さん家｣では食事と自由行動の場が分離されてお

り、利用者は食事が済むとそれぞれ居間のテーブル席と訓練室 2 に

移動し、その後担当職員が食卓の片付けを開始するため時間は要し

ていない。両施設では午睡は希望者のみで、午睡する利用者は少な

く自由に過ごす。｢ひだまり｣では洗面所へ誘導し口腔ケアを行い、

午睡する利用者は玄関ホールのソファや静養午睡室の寝台を利用す

る。｢田中さん家｣では洗面所で口腔ケアを行い、その後訓練室 2 で

足や腕等の部分マッサージ、静養午睡室では寝台で全身マッサージ

を行い過ごす。職員も片付けが終わると訓練室で利用者の会話に参

加する。和室のため午睡する利用者には枕と掛け布団が準備される

が、静養午睡室は狭いため、寝台のみでなく訓練室 2 で掛け布団を

使用し畳の上で午睡する日も見られた。 

このように、｢ひだまり･田中さん家｣の場合午睡に対する運用の考

え方と同時に、充分な午睡空間が確保出来ない点も午睡の形態に影 
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図 10 調査期間中の機能訓練の内容 

 

体
操
・
機
能
訓
練

えんがわひだまり 田中さん家

この日は指の体操、

輪投げ、風船バレーを

している。間で歌を歌

い、体を休めている。

静養午睡室にはベッド

が置いてあるため訓練

室との間の襖を閉める

と独立して睡眠を取るこ

とができる。

その場で座って

できることが中心

のメニューで行な

う。

ト1

14 15

訓２・午

食堂

浴室

訓
ト
和室

訓1.2
午
浴室

14 15

ホ

訓
ト
和室

台所
外 外

台所
浴室

訓1.2
午

訓１

食堂
訓１
訓２・午
浴室

台所

14 15

14：1014：20

14：00 14：05

S
G

B B
Y O M

I N

HH

HS

HN

15：30

K

I

A
T

EU

EZS

S2
O

A

S2I

TEZ

S

K

O

EY
EU

A

S2

I

T

EZ

S

EU

(h)ひだまり：輪投げ

K

A

S
S2

I O

EZ

T
EU

利
用
者

職
員

14：20
14：10

I

S
H

M2

H2

TK

TK2

SS

B

K

I
O

S2

A

T

EU

EZ S

 

図 11 午後の機能訓練 

 

響しているものと考えらえる。｢ひだまり｣ではホールと寝台が置か

れた 4.5 畳和室を午睡の場とし自由行動･食事の場と空間分離して

いるものの、利用者全員が午睡する空間は確保されていない。また

｢田中さん家｣でも静養午睡室は区分され、4 畳和室に寝台が置かれ

ているが午睡空間としては狭く、小規模和室は午睡にも利用される

が共に静養の場としての性格が強い。 

6.5 午後の機能訓練・入浴 

調査期間中の午後の機能訓練の内容を図 10 に示す。｢ひだまり･

えんがわ｣ではゲームを取入れた機能訓練が積極的に行なわれてい

る。｢ひだまり｣は空間が狭いためお手玉や輪渡し等椅子に座したま 

ま行う訓練が主ではあるが、全身を使い行なうゲームも取入れられ

ている。｢えんがわ｣では空き缶積み等の狭い空間でも行なえる訓練

から、球遊びや部屋の端から端への輪投げ等広い空間を必要とする

訓練まで、1 日に 2 種類以上のゲームが行われている。一方、｢田中

さん家｣では週 1 回の利用者が自宅でも行えるストレッチが主で、こ

の他に合唱や琴演奏等が行われるが、ゲームを取入れた訓練は行わ

れておらず、介護度の低い利用者が多い特性が反映されている。 
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図 12 送迎(送り)  

 

次に典型日の機能訓練の事例を図 11 に示す。｢ひだまり｣では職員 

1 名が指導し、居間の椅子に座して行う指体操･歌唱･風船バレーに

加え、食卓と居間テーブル間のわずかな空間を利用し、椅子の脚を

使った輪投げも行われ(写真 h)、他の職員は利用者を見守りながら

補助するが、手作りのおやつの準備を始める日も見られた。 

｢えんがわ｣では機能訓練の時間が近づくと午前の体操同様食堂の

家具移動を行う。机の移動に時間は要しないが、介護度の高い利用

者を含めた席移動の必要があるため 5 分程度要している。音楽を流

し 1 名の職員に従い軽く体を動かした後、団扇で紙玉回し、足で輪

回し、ゴルフ球で足裏マッサージ、お手玉積みが行われた。また、

この時間帯に１名の職員が担当し午後の入浴も行われ、利用者は席

を入れ替わりながら訓練を行なう。訓練が終わると職員は机と椅子

を元に戻しおやつの準備を始める。 

｢田中さん家｣では利用者を訓練室 1 に誘導し機能訓練が始まるが、

簡単な体操が主で職員が模範を示しながら行う。食堂と訓練室 1 は

引戸を開放すれば一体的利用が可能で、床座が難しい利用者は食堂

の椅子に座り体操しており、食堂の椅子と畳の空間を有効に活用し

た空間利用法といえる。また大半の利用者は介護度が低いため入浴

者は少なく、職員の介助は浴室への誘導と湯の入換えのみで、午後

の入浴介助には時間を要しておらず利用者と過ごす時間が長い。 

6.6 送迎（送り） 

送迎(送り)の事例を図 12 に示すが、基本的には各施設とも迎えと

同様である。｢えんがわ｣では玄関の段差が大きいため全員歩行介助

を行うが、介護度の高い利用者は職員 2 名が介助し縁側から抱えて

直接車に乗せる場面がみられた(写真 i)。｢ひだまり･田中さん家｣

では歩行介助が必要な利用者のみ介助を行う。各施設とも 2-3 回に

分けて送迎を行うため、順番待ちの利用者は他の利用者や職員と会

話しながら待つが、2･3 回目の送迎には１回目の送迎から 10－15 分

程度の待ち時間を要している。 

6.7 介護･行為の時間から見た使われ方の評価 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

田中さん家

えんがわ

ひだまり

送迎 入浴介助 昼食準備 昼食片付け
機能訓練 プログラム移行 移動介助 見守り・会話

凡例：

 
図 13 職員の準備始末･介助行為と 1 日の所要時間構成比 

 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

田中さん家

えんがわ

ひだまり

自由→食事 食事→午睡 午睡→機能訓練凡例： (分/人・日)  
図 14 利用者のプログラム移行時の待ち時間 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

田中さん家

えんがわ

ひだまり

食堂 訓練室1 訓練室2 訓練室2(縁側) 静養午睡室

えんがわ■食堂 ■訓練室
凡例：ひだまり■訓練室 ■ホール □静養午睡室

田中さん家   
図 15 利用者の 1 日の自由時間における居場所別滞在時間構成比 

 

 以上、１日の生活プログラムの流れに沿い施設の使われ方の特徴

を定性的に整理したが、本節では使われ方に差異が認められた(1)1

日の職員の準備始末･介助行為の内容と所要時間、(2) 利用者のプロ

グラム移行時の待ち時間、(3)利用者の 1 日の自由時間における居場

所と滞在時間の関係に関し、各施設での行為の時間に視点を置き定

量的かつ総括的な比較を行う。 

 第一に、職員の送迎を含めた 1 日の準備始末･介助行為の内容と所

要時間の構成比注６）を図 13 に示す。朝夕の送迎は利用圏の広い｢え

んがわ｣の所要時間(325 分)が長いため全職員の勤務時間の 21％を

占めるが、｢ひだまり･田中さん家｣では 11－13％(140 分程度)と 1/2

程度と短く類似している。入浴介助は施設による差が大きい。｢えん

がわ｣では介護度の高い利用者が多くかつ既存浴室をそのまま使用

しているため、入浴者全員の介助を行っており、所要時間(257 分)

が長く全体の 17％を占める。一方｢ひだまり｣では、浴室改修により

段差が解消されており、入浴時の自立･見守りの割合が約 3 割と｢え

んがわ｣よりも高いため、所要時間(75 分)は短く全体の 7%程度であ

る。介護度の低い利用者が多い｢田中さん家｣では、入浴者は全体の

3 割と少ないため、所要時間(20 分)は最も短く全体の 1.6%である。 

食事の片付けは、｢ひだまり･えんがわ｣が所要時間(78,94 分)で 6－

7%を占めるのに対し、食事室と訓練室が分離した｢田中さん家｣では

所要時間(20 分,3%)は最も短い。またプログラム移行準備に要す時

間は家具移動を行う｢えんがわ｣の所要時間(98 分,6.43%)が長いの

に対し、｢ひだまり･田中さん家｣では所要時間(16,20分)は 1/5程度

と短い。移動介助(トイレや居室間･室内の移動介助等)については、

段差の大きく狭い勝手口から送迎時の出入りを行う｢田中さん家｣で

は、全員の介助を行うため所要時間(73 分)がやや長いが、平面構

成がコンパクトな｢ひだまり｣の所要時間(34 分)は短い。この結果、 

－ 497 －
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表 3 施設の空間構成と使われ方の特徴 

空間の特徴 使われ方の特徴 空間の特徴 使われ方の特徴 空間の特徴 使われ方の特徴

送迎 ・玄関に椅子 ・座って靴の履き ・段差大きい ・職員2人介助 ・民家の裏口 ・入口が狭い

　を設置 　替え可能 *玄関が狭い *１人ずつのみ 　使用 ・職員の介助必要

入浴 ・浴室改修 ・介護度の高い ・既存浴室 ・段差が大きい ・既存浴室 ・利用者が少ない

　利用者介助 　使用 ・全員介助 　使用 ・ほとんど介助無し

昼食 ・居間に食卓 ・午前中調理 ・自由時間、 ・午前中調理 ・DKが独立 ・朝調理

　配置 ・先行配膳可能 　昼食が同じ ・家具移動を含 ・先行配膳可能

　部屋 　め時間が必要

午睡 ・寝台、 ・希望者のみ ・続き間座敷 ・全員就寝 ・寝台を設置 ・希望者のみ午睡

　ソファ設置 　午睡 　を活用 ・布団を敷く

・いす座のみ ・席が固定 ・席が固定 ・ソファ、寝台 ・席は自由

*ベッド、 ・会話や折り紙 *寝台を設置 *睡眠可能 　などを設置 ・会話や折り紙

　ソファ設置 *睡眠可能 ・職員も同席

体操 ・空間が狭い ・席で行う ・空間拡大 ・家具移動必要 ・床座、いす座選択

・空間が狭い ・逃げ場を確保 ・続き間座敷 ・家具移動必要 ・続き間座敷 ・部屋の使い分け

　できない 　使用 　独立 　可能

昼食時には食卓を中心とする食
事領域を区分することで狭い面
積の中で円滑なプログラムの流
れが担保されている。機能訓練
も工夫し積極的に行なっている

居室を使い分けることによって準
備始末行為が円滑に行われ、転
換時は居室の移動で済み、介護
度の低いため移動介助も必要な
い。自由時間も場所を選択できる

空間
機能
評価

転換時はソファを逃げ場として、
作業手間を考慮しても、空間を
広く確保し、体操は向き合って行
い、午睡は全員布団でとれるよ
うにしている

えんがわ

自由
時間

ひだまり 田中さん家

場面
転換

1室完結・午睡室分離型午睡室分離型 食事室分離・3室独立型

 

 

職員が利用者との会話･見守り(事務作業等を含む)に費やすことの

出来る時間は、｢田中さん家｣が 811 分(64%)と最も長く、次いで｢ひ

だまり｣の 573 分(51%)の順で、送迎･入浴介助、プログラム移行準備

に時間を要す｢えんがわ｣では 490 分(32%)と短い。 

第二に、午前の自由時間－食事－午睡－午後の機能訓練時の利用

者のプログラム移行に要す平均待ち時間(分/人･日) 注７）を図 14 に

示す。静養午睡室を有す｢ひだまり･田中さん家｣の自由時間－食事、

食事－午睡へのプログラム移行時の待ち時間合計は各々11.4,12.0

分/人と類似しているが、家具移動を行う｢えんがわ｣では、自由時間

－食事間の待ち時間が 21.5 分/人、食事－午睡間の待ち時間が 12.3

分/人と長く、さらに午睡－機能訓練間の待ち時間も 16.2 分/人を要

しており、同一空間で場面転換を行う場合の制約条件といえる。 

 第三に、各施設の利用者の 1 日の自由時間における居場所毎の滞

在時間合計値の構成比注８）を図 15 に示す。｢ひだまり｣では訓練室の

滞在時間が 677 分(分･人/日)と全体の 90%を占め、他のプログラム

を含め１日の大半を過ごす場といえる。また｢えんがわ｣も同様に続

き間の食堂･訓練室の滞在時間が 654 分と大半を占める。これに対し

｢3 室独立型｣に類似する｢田中さん家｣の場合には、ソファーセット

が設えられた南面主庭に面す座敷えんがわ(訓練室 2)の滞在時間が

645 分と最も長く、次いで DK 隣接の畳敷き茶の間(訓練室 1)の 319

分に分散し、この 2 室で全体の 82%を占めるが、食堂･座敷座卓周り

(訓練室 2)･ベッド(訓練室 3)で過ごす利用者もあり、利用者の好み

に応じた場の選択がなされている。 

6.8 空間構成と使われ方の評価 

各施設の空間構成と使われ方の特徴及び空間機能評価を表 3 に示

す。各施設の１日のプログラムは入浴時間を除き類似しているが、

空間構成と使われ方の関係には以下の特徴が認められる。 

｢午睡室分離型｣の｢ひだまり｣では、平面構成の制約から和室の寝

台やホールのソファを使用する午睡以外の全プログラムが台所を含

めた約 19 ㎡の訓練室で行なわれるため、テーブルとソファを配置し

た居間領域と台所･食卓周りの食事領域に区分し、昼食の先行的準備

と利用者が居間領域に移動した後に片付けを行なう始末行為の時間

差の設定により、狭い面積の中で自由時間－昼食－自由時間(午睡･

入浴)の円滑なプログラムの流れが担保されている。但し、居間領域

はテーブル･ソファが置かれた空間以外にはゆとりの空間がなく、体

操や機能訓練も座した姿勢で行なえる内容が主ではあるが、終日同

じ席で過ごすため指体操･風船バレーやわずかな通路空間を利用し

た輪投げ等の身体を動かす訓練が取入れられ、居室面積に大きな制

約がある場合の領域設定による空間利用法注４）として評価される。 

一方、同じ｢午睡室分離型｣に類似する｢えんがわ｣は 3 室の和室続

き間の構成で、各室は主に食事･機能訓練･午睡の場として利用され

るが、1 日の利用者数が 10 名程度と多いため、午前の体操･昼食･午

睡･午後の機能訓練のプログラムを遂行するため、訓練室のソファを

利用者の逃げの場とし、その都度家具移動を行い各行為のための空

間確保が行なわれる。これはプログラムの運用方針に因るところが

大きく、利用者の待ち時間と場の転換のための作業手間を考慮して

も、体操は空間を広く確保し全員で向き合い行うこと、全員が布団

で午睡すること、介護度の高い利用者に対してもボール遊びや輪投

げ等身体全体を動かす機能訓練を取入れることが重視されているた

めである。このように、家具移動により場の設えを変更し限られた

空間を最大限に使用する工夫注５）は、職員の負担は伴うものの居室

規模の小さい民家の一活用法として評価される。 

これに対し｢食事室分離型｣と｢3 室独立型｣の中間型の｢田中さん

家｣では、プログラムに応じ居室を使い分けるため準備始末行為が円

滑に行なわれ、プログラム転換時は利用者の居室間移動のみで済み、

介護度が低いため移動介助も必要としていない。また利用者は自由

時間には好みの場や席を選択して過ごす傾向も認められたことから、

プログラム転換時も居室間移動のみで済み、居場所も選択可能な食

堂と訓練室 2 室を有す空間構成の有効性が確認される。また DK と和

室茶の間が連続する平面構成の場合には、一体的利用により居室面

積の制約を解消できるとともに、食事や体操時の起居様式の選択も

可能であり、民家の空間利用の有効性が示された。さらに入浴を行

う利用者が少なくかつ入浴介助が必要な利用者も少ないため、職員

が午前午後とも自由時間に利用者と過ごす時間が確保されており、

介護度の低い利用者が多い施設運用の特性が反映されている。 

 

７. 結論 

本論では民家を活用したデイサービス施設を対象に、空間構成と

使われ方の関係をもとに空間機能評価を行い、以下の知見を得た。 

１）現状の民家活用施設の使われ方は、施設系の｢1 室完結型｣に対

し居室規模の制約から空間機能分化がなされた｢午睡室分離型｣が

多いものの、｢3 室独立型｣に類似する事例(田中さん家)では、プ

ログラム転換時に居室間移動のみで済むため、職員の準備始末行

為の負担が少なく、待ち時間の少ない円滑なプログラム進行が可

能で、かつ利用者の自由時間における居場所の選択範囲が広くな

ることから、自由行動･食事･午睡を分離する使われ方を可能とす

る民家のデイサービス施設としての有用性が示唆される。 

２)居室規模の制約から｢3 室独立型｣の空間機能分離が行えない場

合にも、家具配置の工夫により居間領域と食事領域を設定し、昼

食の先行的準備と始末行為の時間的分離を行い、狭い面積の中で

昼食前後の円滑なプログラム運用を実現する事例(ひだまり)や、

逃げの場を確保した上で家具移動により空間を確保し、体操･昼

食･午睡･機能訓練等の一連のプログラムを遂行する事例(えんが

わ)等、一日の生活プログラムの展開に伴う準備行為を空間的･時

間的に先行して行い、空間規模の制約を解決する事例がみられた
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ことから、伝統民家の小規模なデイサービス施設としての活用可

能性は大きいものと判断される。 

３)但し午睡空間に関しては、3 事例とも静養の場としての性格が強

く全員が午睡可能な面積は確保されていない。施設設置基準には

午睡室は含まれないため、運営主体のデイサービスにおける午睡

の位置付けにより必要とされる空間の規模と設えは異なるが、少

なくとも午睡希望者向けの一定の空間を確保することが民家活用

施設に共通する課題といえる。 

以上より、民家をデイサービス施設として活用する計画論の観点

からは、自由時間を過ごす場、食事の場及び午睡の場が独立確保可

能な一定の規模を有す民家を施設として選定することが要点であり、

この条件を満足出来ない場合には、少なくとも居室内での家具配置

による居間と食事空間の領域設定や、改修により午睡･体操･機能訓

練の場の独立確保が可能となる民家の選定が求められる。さらに施

設経営の観点からは、伝統民家の改修では給排水･衛生設備、電気設

備の更新や耐震補強工事は必須となるものの、その他の屋根･壁や構

造部材を含む老朽箇所の補修工事等が大規模とならない民家の選定

が要点となることから、空間構成に加え改修の必要度を含めた総合

的な観点から民家の活用可能性を検討することが重要である。 

 尚、本論で対象とした｢田中さん家｣の利用者の介護度は標準的な

デイサービス施設と比較すると相対的に低く、｢3 室独立型｣の民家

改修型施設の厳密な空間機能評価を行う場合には、空間構成と利用

者の介護度を考慮した対象選定と使われ方調査が改めて必要と考え

られるが、この点に関しては今後の課題としたい。 
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注 

注１）阿武町の人口は 1960 年代以降減少に転じ、1955 年の 10 千人から 2005

年には 4.1 千人へと減少したが、65 才以上の高齢者は農村地域で社会増減

が少なく、968 人(1965)から 1737 人(2000)に増加している。従って高齢化

率は 1965 年の 11.4%から 38.1% (2000)へ上昇し、高齢化の進行が著しい地

域である。2000 年以降高齢人口は減少に転じているが、75 歳以上高齢人口

は 721 人(2000 年)から 2025 年には 852 人に増加すると予測されている。 

注２）参考文献 1-9,12,13,15-18 から対象施設を抽出した。 
注３）午睡の場に関しては、食事や自由行動の場と異なり、デイサービスに

おける午睡の位置付けが一定でなく、施設系･民家系施設ともに利用者全員

が一斉に午睡可能な専用室が確保されるケースは稀で、本論では、希望す

る利用者の午睡が可能な静養の場を含めた居室が確保され、かつ午睡に利

用されている場合に｢午睡室分離型｣として分類している。また自由行動･

食事･午睡は行為の場が安定しているが、体操･機能訓練は使われ方が記載

されていない事例が多く(31 例)、使われ方が判別可能な事例に関しても様 

々な形態があり、複雑になるため分類指標から除外した。 
注４）19 ㎡の狭い居室の内部を家具配置の工夫により訓練室(居間)と台所・

食事スペースに領域区分する方法は、筆者らのこれまでの調査事例には見

られない｢食事室分離型｣に類似した新たな解決方法として位置付けられる。 

注５）一日の生活プログラムの進行に合わせ家具をその都度移動させ、各行

為の場を広く確保する方法は、筆者らのこれまでの調査事例には見られな

い、続き間座敷の空間構成の特徴を最大限生かした使われ方として着目さ

れ、居室単位に用途を設定する場合の制約条件となる、民家の居室規模の

狭小性を克服する有効な方法として位置付けられる。 

注６）介護職員の 1 日の業務を朝夕の送迎、入浴介助、食事の準備･片付け、

機能訓練、プログラム移行準備、トイレや居室間･室内の移動介助等と会話･

見守り等に区分した上で、職員毎に 1 日の各業務時間を算定し、調査期間

5 日間の合計値を求め、施設毎にその構成比を示したものである。 

注７）自由時間－食事－午睡－機能訓練時において、各利用者がプログラム

移行のために要した待ち時間の、調査期間 5 日間の平均値(分/人･日)を算

定したものである。ちなみに、｢ひだまり｣では午睡－機能訓練への移行時

の待ちが生じていないが、これは午睡する利用者はほとんどおらず、自由

時間からすぐ機能訓練に移行しており、午睡をとる利用者も早めに起きて

自由時間をすごす利用者が多いためである。 

注８）施設毎に各利用者の 1 日の生活プログラム内の｢自由時間｣における滞

在場所と滞在時間を算定し、調査期間５日間の合計値を求めその構成比を

示したものである。 
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表 3 施設の空間構成と使われ方の特徴 

空間の特徴 使われ方の特徴 空間の特徴 使われ方の特徴 空間の特徴 使われ方の特徴

送迎 ・玄関に椅子 ・座って靴の履き ・段差大きい ・職員2人介助 ・民家の裏口 ・入口が狭い

　を設置 　替え可能 *玄関が狭い *１人ずつのみ 　使用 ・職員の介助必要

入浴 ・浴室改修 ・介護度の高い ・既存浴室 ・段差が大きい ・既存浴室 ・利用者が少ない

　利用者介助 　使用 ・全員介助 　使用 ・ほとんど介助無し

昼食 ・居間に食卓 ・午前中調理 ・自由時間、 ・午前中調理 ・DKが独立 ・朝調理

　配置 ・先行配膳可能 　昼食が同じ ・家具移動を含 ・先行配膳可能

　部屋 　め時間が必要

午睡 ・寝台、 ・希望者のみ ・続き間座敷 ・全員就寝 ・寝台を設置 ・希望者のみ午睡

　ソファ設置 　午睡 　を活用 ・布団を敷く

・いす座のみ ・席が固定 ・席が固定 ・ソファ、寝台 ・席は自由

*ベッド、 ・会話や折り紙 *寝台を設置 *睡眠可能 　などを設置 ・会話や折り紙

　ソファ設置 *睡眠可能 ・職員も同席

体操 ・空間が狭い ・席で行う ・空間拡大 ・家具移動必要 ・床座、いす座選択

・空間が狭い ・逃げ場を確保 ・続き間座敷 ・家具移動必要 ・続き間座敷 ・部屋の使い分け

　できない 　使用 　独立 　可能

昼食時には食卓を中心とする食
事領域を区分することで狭い面
積の中で円滑なプログラムの流
れが担保されている。機能訓練
も工夫し積極的に行なっている

居室を使い分けることによって準
備始末行為が円滑に行われ、転
換時は居室の移動で済み、介護
度の低いため移動介助も必要な
い。自由時間も場所を選択できる

空間
機能
評価

転換時はソファを逃げ場として、
作業手間を考慮しても、空間を
広く確保し、体操は向き合って行
い、午睡は全員布団でとれるよ
うにしている

えんがわ

自由
時間

ひだまり 田中さん家

場面
転換

1室完結・午睡室分離型午睡室分離型 食事室分離・3室独立型

 

 

職員が利用者との会話･見守り(事務作業等を含む)に費やすことの

出来る時間は、｢田中さん家｣が 811 分(64%)と最も長く、次いで｢ひ

だまり｣の 573 分(51%)の順で、送迎･入浴介助、プログラム移行準備

に時間を要す｢えんがわ｣では 490 分(32%)と短い。 

第二に、午前の自由時間－食事－午睡－午後の機能訓練時の利用

者のプログラム移行に要す平均待ち時間(分/人･日) 注７）を図 14 に

示す。静養午睡室を有す｢ひだまり･田中さん家｣の自由時間－食事、

食事－午睡へのプログラム移行時の待ち時間合計は各々11.4,12.0

分/人と類似しているが、家具移動を行う｢えんがわ｣では、自由時間

－食事間の待ち時間が 21.5 分/人、食事－午睡間の待ち時間が 12.3

分/人と長く、さらに午睡－機能訓練間の待ち時間も 16.2 分/人を要

しており、同一空間で場面転換を行う場合の制約条件といえる。 

 第三に、各施設の利用者の 1 日の自由時間における居場所毎の滞

在時間合計値の構成比注８）を図 15 に示す。｢ひだまり｣では訓練室の

滞在時間が 677 分(分･人/日)と全体の 90%を占め、他のプログラム

を含め１日の大半を過ごす場といえる。また｢えんがわ｣も同様に続

き間の食堂･訓練室の滞在時間が 654 分と大半を占める。これに対し

｢3 室独立型｣に類似する｢田中さん家｣の場合には、ソファーセット

が設えられた南面主庭に面す座敷えんがわ(訓練室 2)の滞在時間が

645 分と最も長く、次いで DK 隣接の畳敷き茶の間(訓練室 1)の 319

分に分散し、この 2 室で全体の 82%を占めるが、食堂･座敷座卓周り

(訓練室 2)･ベッド(訓練室 3)で過ごす利用者もあり、利用者の好み

に応じた場の選択がなされている。 

6.8 空間構成と使われ方の評価 

各施設の空間構成と使われ方の特徴及び空間機能評価を表 3 に示

す。各施設の１日のプログラムは入浴時間を除き類似しているが、

空間構成と使われ方の関係には以下の特徴が認められる。 

｢午睡室分離型｣の｢ひだまり｣では、平面構成の制約から和室の寝

台やホールのソファを使用する午睡以外の全プログラムが台所を含

めた約 19 ㎡の訓練室で行なわれるため、テーブルとソファを配置し

た居間領域と台所･食卓周りの食事領域に区分し、昼食の先行的準備

と利用者が居間領域に移動した後に片付けを行なう始末行為の時間

差の設定により、狭い面積の中で自由時間－昼食－自由時間(午睡･

入浴)の円滑なプログラムの流れが担保されている。但し、居間領域

はテーブル･ソファが置かれた空間以外にはゆとりの空間がなく、体

操や機能訓練も座した姿勢で行なえる内容が主ではあるが、終日同

じ席で過ごすため指体操･風船バレーやわずかな通路空間を利用し

た輪投げ等の身体を動かす訓練が取入れられ、居室面積に大きな制

約がある場合の領域設定による空間利用法注４）として評価される。 

一方、同じ｢午睡室分離型｣に類似する｢えんがわ｣は 3 室の和室続

き間の構成で、各室は主に食事･機能訓練･午睡の場として利用され

るが、1 日の利用者数が 10 名程度と多いため、午前の体操･昼食･午

睡･午後の機能訓練のプログラムを遂行するため、訓練室のソファを

利用者の逃げの場とし、その都度家具移動を行い各行為のための空

間確保が行なわれる。これはプログラムの運用方針に因るところが

大きく、利用者の待ち時間と場の転換のための作業手間を考慮して

も、体操は空間を広く確保し全員で向き合い行うこと、全員が布団

で午睡すること、介護度の高い利用者に対してもボール遊びや輪投

げ等身体全体を動かす機能訓練を取入れることが重視されているた

めである。このように、家具移動により場の設えを変更し限られた

空間を最大限に使用する工夫注５）は、職員の負担は伴うものの居室

規模の小さい民家の一活用法として評価される。 

これに対し｢食事室分離型｣と｢3 室独立型｣の中間型の｢田中さん

家｣では、プログラムに応じ居室を使い分けるため準備始末行為が円

滑に行なわれ、プログラム転換時は利用者の居室間移動のみで済み、

介護度が低いため移動介助も必要としていない。また利用者は自由

時間には好みの場や席を選択して過ごす傾向も認められたことから、

プログラム転換時も居室間移動のみで済み、居場所も選択可能な食

堂と訓練室 2 室を有す空間構成の有効性が確認される。また DK と和

室茶の間が連続する平面構成の場合には、一体的利用により居室面

積の制約を解消できるとともに、食事や体操時の起居様式の選択も

可能であり、民家の空間利用の有効性が示された。さらに入浴を行

う利用者が少なくかつ入浴介助が必要な利用者も少ないため、職員

が午前午後とも自由時間に利用者と過ごす時間が確保されており、

介護度の低い利用者が多い施設運用の特性が反映されている。 

 

７. 結論 

本論では民家を活用したデイサービス施設を対象に、空間構成と

使われ方の関係をもとに空間機能評価を行い、以下の知見を得た。 

１）現状の民家活用施設の使われ方は、施設系の｢1 室完結型｣に対

し居室規模の制約から空間機能分化がなされた｢午睡室分離型｣が

多いものの、｢3 室独立型｣に類似する事例(田中さん家)では、プ

ログラム転換時に居室間移動のみで済むため、職員の準備始末行

為の負担が少なく、待ち時間の少ない円滑なプログラム進行が可

能で、かつ利用者の自由時間における居場所の選択範囲が広くな

ることから、自由行動･食事･午睡を分離する使われ方を可能とす

る民家のデイサービス施設としての有用性が示唆される。 

２)居室規模の制約から｢3 室独立型｣の空間機能分離が行えない場

合にも、家具配置の工夫により居間領域と食事領域を設定し、昼

食の先行的準備と始末行為の時間的分離を行い、狭い面積の中で

昼食前後の円滑なプログラム運用を実現する事例(ひだまり)や、

逃げの場を確保した上で家具移動により空間を確保し、体操･昼

食･午睡･機能訓練等の一連のプログラムを遂行する事例(えんが

わ)等、一日の生活プログラムの展開に伴う準備行為を空間的･時

間的に先行して行い、空間規模の制約を解決する事例がみられた
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ことから、伝統民家の小規模なデイサービス施設としての活用可

能性は大きいものと判断される。 

３)但し午睡空間に関しては、3 事例とも静養の場としての性格が強

く全員が午睡可能な面積は確保されていない。施設設置基準には

午睡室は含まれないため、運営主体のデイサービスにおける午睡

の位置付けにより必要とされる空間の規模と設えは異なるが、少

なくとも午睡希望者向けの一定の空間を確保することが民家活用

施設に共通する課題といえる。 

以上より、民家をデイサービス施設として活用する計画論の観点

からは、自由時間を過ごす場、食事の場及び午睡の場が独立確保可

能な一定の規模を有す民家を施設として選定することが要点であり、

この条件を満足出来ない場合には、少なくとも居室内での家具配置

による居間と食事空間の領域設定や、改修により午睡･体操･機能訓

練の場の独立確保が可能となる民家の選定が求められる。さらに施

設経営の観点からは、伝統民家の改修では給排水･衛生設備、電気設

備の更新や耐震補強工事は必須となるものの、その他の屋根･壁や構

造部材を含む老朽箇所の補修工事等が大規模とならない民家の選定

が要点となることから、空間構成に加え改修の必要度を含めた総合

的な観点から民家の活用可能性を検討することが重要である。 

 尚、本論で対象とした｢田中さん家｣の利用者の介護度は標準的な

デイサービス施設と比較すると相対的に低く、｢3 室独立型｣の民家

改修型施設の厳密な空間機能評価を行う場合には、空間構成と利用

者の介護度を考慮した対象選定と使われ方調査が改めて必要と考え

られるが、この点に関しては今後の課題としたい。 
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注 

注１）阿武町の人口は 1960 年代以降減少に転じ、1955 年の 10 千人から 2005

年には 4.1 千人へと減少したが、65 才以上の高齢者は農村地域で社会増減

が少なく、968 人(1965)から 1737 人(2000)に増加している。従って高齢化

率は 1965 年の 11.4%から 38.1% (2000)へ上昇し、高齢化の進行が著しい地

域である。2000 年以降高齢人口は減少に転じているが、75 歳以上高齢人口

は 721 人(2000 年)から 2025 年には 852 人に増加すると予測されている。 

注２）参考文献 1-9,12,13,15-18 から対象施設を抽出した。 
注３）午睡の場に関しては、食事や自由行動の場と異なり、デイサービスに

おける午睡の位置付けが一定でなく、施設系･民家系施設ともに利用者全員

が一斉に午睡可能な専用室が確保されるケースは稀で、本論では、希望す

る利用者の午睡が可能な静養の場を含めた居室が確保され、かつ午睡に利

用されている場合に｢午睡室分離型｣として分類している。また自由行動･

食事･午睡は行為の場が安定しているが、体操･機能訓練は使われ方が記載

されていない事例が多く(31 例)、使われ方が判別可能な事例に関しても様 

々な形態があり、複雑になるため分類指標から除外した。 
注４）19 ㎡の狭い居室の内部を家具配置の工夫により訓練室(居間)と台所・

食事スペースに領域区分する方法は、筆者らのこれまでの調査事例には見

られない｢食事室分離型｣に類似した新たな解決方法として位置付けられる。 

注５）一日の生活プログラムの進行に合わせ家具をその都度移動させ、各行

為の場を広く確保する方法は、筆者らのこれまでの調査事例には見られな

い、続き間座敷の空間構成の特徴を最大限生かした使われ方として着目さ

れ、居室単位に用途を設定する場合の制約条件となる、民家の居室規模の

狭小性を克服する有効な方法として位置付けられる。 

注６）介護職員の 1 日の業務を朝夕の送迎、入浴介助、食事の準備･片付け、

機能訓練、プログラム移行準備、トイレや居室間･室内の移動介助等と会話･

見守り等に区分した上で、職員毎に 1 日の各業務時間を算定し、調査期間

5 日間の合計値を求め、施設毎にその構成比を示したものである。 

注７）自由時間－食事－午睡－機能訓練時において、各利用者がプログラム

移行のために要した待ち時間の、調査期間 5 日間の平均値(分/人･日)を算

定したものである。ちなみに、｢ひだまり｣では午睡－機能訓練への移行時

の待ちが生じていないが、これは午睡する利用者はほとんどおらず、自由

時間からすぐ機能訓練に移行しており、午睡をとる利用者も早めに起きて

自由時間をすごす利用者が多いためである。 

注８）施設毎に各利用者の 1 日の生活プログラム内の｢自由時間｣における滞

在場所と滞在時間を算定し、調査期間５日間の合計値を求めその構成比を

示したものである。 
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